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議案第５５号 

   世田谷区立学校設置条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和６年６月１０日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 世田谷区立中町幼稚園及び世田谷区立池之上小学校の位置を変更する必要 

があるので、本案を提出する。
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  世田谷区立学校設置条例の一部を改正する条例 

 世田谷区立学校設置条例（昭和３９年３月世田谷区条例第２１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表１の部世田谷区立中町幼稚園の項中「中町四丁目３８番２１号」を「深沢五丁

目１１番５号」に改め、同表２の部世田谷区立池之上小学校の項中「北沢四丁目３２

番２０号」を「代沢二丁目４２番１５号」に改める。  

附 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 別表２の部世田谷区立池之上小学校の項の改正規定 令和６年８月１日 

⑵ 別表１の部世田谷区立中町幼稚園の項の改正規定 世田谷区教育委員会規則で

定める日 

 


